
寄附金税額控除に係る申告特例申請書の提出と確認書類について 
（ふるさと納税ワンストップ特例制度用） 

 
 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」（ワンストップ特例申請）は、確定申告や住民税申告をする

必要のない方が、確定申告をしなくても寄附金の税額控除が受けられる制度です。この制度をご利用さ

れる方は、申請書に必要事項を記入し、確認書類とともに提出してください。  
１ 確認書類は次の３パターンのいずれかで、申請書と同封にて御提出をお願いいたします。 

２ 個人番号確認書類は、必ず個人番号が表記された面の写しを表にして貼り付けてください。 

３ 本人確認書類は、必ず氏名・生年月日が表記された面の写しを表にして貼り付けてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ご注意下さい 

・確定申告（医療費控除等）を行う場合は、ワンストップ特例申請が無効となりますので、必ず、確定申告の際に寄附金の控除

申告も行ってください。（本市への連絡は不要です） 
・ワンストップ特例申請を行う自治体数（寄附回数ではありません）が年間５団体を超えると、申請は全て無効となります。 
・マイナンバー通知カードが廃止されたことにより、住所・氏名が住民票の記載事項と一致しないマイナンバー通知カードは、

個人番号確認書類として利用できなくなりました。（マイナンバーカード、または個人番号が記載された住民票の写し、住民

票記載事項証明書で個人番号の証明が可能です。） 
・発行済の健康保険証は、経過措置期間内（２０２５年１２月１日まで）に市に到着したものに限り、本人確認書類としてご利

用いただけます。２０２５年１２月２日以降に到着したものは、本人確認書類としてご利用になれません。 
 

パターン 

Ａ  

マイナンバー通知カード（写し） 

マイナンバーカード 
（ウラ面）（写し） 

住民票（写し） 
（マイナンバー記載あり） ※変更の追記がある場合には、必ず

裏面のコピーも提出してください。 

②マイナンバーカード 
（オモテ面）（写し） 

 

１．マイナンバーカード（写し）両面 

１．マイナンバー通知カード（写し）もしくは住民票（マイナンバー記載あり）（写し） 

２．免許証（写し）もしくはパスポート（写し）等の「顔写真付き」書類１点 

運転免許証、パスポート、身体
障害者手帳、精神障害者保健
福祉手帳、在留カード、特別永
住者証明書 の写し１つ 

資格確認書および年金手帳など
公的書類 の写し２つ 

１．マイナンバー通知カード（写し）もしくは住民票（マイナンバー記載あり）（写し） 

２．資格確認書（写し）および年金手帳（写し）等の「顔写真なし」書類２点 

↑
 ※

ど
ち
ら
か 

↓
 

※変更などの追記がある場合には、必ず

裏面のコピーも提出してください。 

↑
 ※

ど
ち
ら
か 

↓
 マイナンバー通知カード（写し） 

住民票（写し） 
（マイナンバー記載あり） 

※マイナンバー通知カードの氏名・住所が住民票の記載事項と一致しない場合はご利用できません。 

両面をコピーして、それぞれを申請書へ貼り付けて御提出ください 

①個人番号確認書類 ②本人確認書類 

①個人番号確認書類 ②本人確認書類 

それぞれコピーして、申請書へ貼り付けて御提出ください 

①個人番号確認書類 ②本人確認書類 

※その他の公的書類は、納税証明書、印鑑登録証明書、母子手帳などです。 

※マイナンバー通知カードの氏名・住所が住民票の記載事項と一致しない場合はご利用できません。 

それぞれコピーして、申請書へ貼り付けて御提出ください 

パターン 

Ｃ  

パターン 

Ｂ  



寄附金税額控除に係る申告特例申請書の記入方法 
（ふるさと納税ワンストップ特例制度用） 

 

※ご注意下さい 

「⑩」「⑪」のチェックに該当しない方は、ワンストップ特例制度の要件を満たしませんので、この特 
例申請書は使用せず、必ず確定申告又は住民税申告でふるさと納税の申告を行ってください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 
郵便番号・住所を 
ご記入 

④電話番号をご記入 

②提出日を 
ご記入 

①寄附された年が 
記載されているかご確認 

⑤氏名とフリガナを 
ご記入 

⑦生年月日を 
ご記入 

⑥個人番号 
（マイナンバー）を 
ご記入 

⑧寄附日 
⑨寄附金額を 
ご記入 

⑩チェック 
（確定申告しない） 

⑪チェック 
（寄附先が 

５か所以内（予定）） 
✔ 

✔ 


